
第117回定時株主総会招集ご通知

開催日時

開催場所

決議事項

2026年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

東京都中央区勝どき六丁目５番23号
当社会議室

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役９名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

証券コード：9065

• 当社株主総会はインターネットでのライブ配
信でもご覧いただけます。

• ご出席に際して、介助を必要とされる株主様
の介助者のご同伴については、受付スタッフに
お声掛けください。
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(証券コード：9065)
2026年６月10日

（電子提供措置の開始日 2026年６月2日）

株主各位
本社事務所

福岡県北九州市門司区港町６番７号
東京都中央区勝どき六丁目５番23号

代表取締役
社 長 中 村 公 大

第117回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第117回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい

て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載して
おりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://www.sankyu.co.jp/
（トップページの「NEWS」からご覧ください。）

上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（会社名又は証券コードを入力して検索いただき、基本情報、縦覧書類/PR情報、株主総会
招集通知/株主総会資料からご覧ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は議決権行使書面の郵送により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
後述のご案内に従って2026年６月24日（水曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいます
ようお願い申し上げます。

敬具
記

1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
2. 場 所 東京都中央区勝どき六丁目５番23号

当社会議室（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
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3. 会議の目的事項
報告事項（1）第117期（2025年４月１日から2026年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類の

内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
（2）第117期（2025年４月１日から2026年３月31日まで) 計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

4. 議決権行使等についてのご案内
（1）行使方法

議決権を行使するには、当日ご出席いただく方法のほか、インターネットによる方法、議決権行
使書面を郵送する方法の３つがございますので、いずれかの方法をご選択ください。

（2）重複行使された場合の取り扱い
インターネットによる方法と議決権行使書面の郵送とを重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによるものを有効として取り扱わせていただきます。また、インターネットによる
方法で複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていた
だきます。なお、インターネットによる方法、又は議決権行使書面を郵送する方法で議決権を行
使され、当日ご出席された場合は、株主総会において議決権を行使されたものとして取り扱わせ
ていただきます。

（3）議決権行使書面に議案に対する賛否の表示がない場合の取り扱い
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。

（4）代理人による議決権行使
当日ご出席いただけない場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご出
席いただくことができます。なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承
ください。

以上
・電子提供措置事項のうち、次の事項については法令及び当社定款に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する
書面に記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①事業報告（会社の体制及び方針）
②連結計算書類（連結株主資本等変動計算書、連結注記表）
③計算書類（株主資本等変動計算書、個別注記表）

・当日ご出席の際は、同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。



電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類の議案及び参考事項をご覧いただき、議決権の行使をお願い申しあげます。
議決権行使には以下の３つの方法がございます。

■　株主総会ご出席による議決権行使

議決権行使のご案内

株主総会開催日時 2026年６月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

同封の議決権行使書面を会場受付にご提出ください。
また、株主総会招集ご通知（本書）をお持ちください。

インターネットによる議決権行使では、「議決権電子行使プラットフォーム」もご利用いただけます。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
フリーダイヤル：0120-173-027 (受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

■　郵送による議決権行使

行使期限 2026年６月24日（水曜日）
午後５時30分まで

同封の議決権行使書面に各議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご
郵送ください。

■　インターネットによる議決権行使
2026年６月24日（水曜日）
午後５時30分まで行使期限

インターネットによる議決権行使に際しましては、行使期限までにご行使ください。詳しくは次頁
をご覧ください。

スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」が入力不要で
ご利用いただけます。

システム等に関するお問い合せ

3



インターネットによる議決権行使のご案内

2026年６月24日（水曜日）
午後５時30分まで

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンま
たはパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセス
いただき、画面の案内に従ってご行使くださいますよう
お願い申しあげます。

スマートフォンの場合　QRコードを読み取る方法

QRコードを読み取る

お手持ちのスマートフォンにて、
同封の議決権行使書副票（右
側）に記載の「ログイン用QR
コード」を読み取る。

議決権行使書副票（右側）

議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面
が表示されるので、議決
権行使方法を選ぶ。

各議案の賛否を選択

画面の案内に従っ
て行使完了です。

画面の案内に従って
各議案の賛否を選択する。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要で
ログインいただけます。

議決権行使期限

「ログイン用
QRコード」はこちら

見本
見本

1

2

3

山九　株式会社

山九　株式会社
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以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3
ご注意
■ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書面に記載された
「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力く
ださい。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

❶ ｢次の画面へ｣をクリック議決権行使サイトへ
アクセスする。1

「議決権行使サイト」トップページ

●❶

❷お手元の議決権行使書面の右下に記
載された｢ログインID｣及び｢仮パス
ワード｣を入力

❸｢ログイン｣をクリック

ログインする。2

「ログインID、仮パスワード」入力画面

●❷ ●❸
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当等につきましては、当社株主還元の基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと
存じます。

期末配当に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金 128円
総額 金 6,416,372,992円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年6月26日

本議案が原案どおり承認可決された場合、中間配当金を含めた１株当たりの当期の年間配当額は246
円になります。
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第２号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名

の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が
過半数を占める任意の指名委員会の答申を経ております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 地 位 性別 担 当 取締役会/出席回数

1 再任
なか むら きみ かず

中村 公一 取締役
会長 男性 取締役会議長 93％（13回／14回）

2 再任
なか むら きみ ひろ

中村 公大 代表取締役
社長 男性 ＣＥＯ 100％（14回／14回）

3 再任
く き はら つよし

久木原 剛 取締役
専務執行役員 男性 事業管掌 CSO 兼

技術・開発本部長 CＴO
100％（10回／10回)
取締役就任時から

4 再任
さい き なお こ

齋木 尚子 社外
独立役員 取締役 女性 100％（14回／14回）

5 再任
たか だ あきら

髙田 明 社外
独立役員 取締役 男性 100％（14回／14回）

6 再任
いし だ とおる

石田 徹 社外
独立役員 取締役 男性 100％（14回／14回）

7 新任
おお なか けん じ

大中 健児 専務執行役員 男性 エリア管掌 兼 エリア統括 兼
安全統括 ＣＯＯ

8 新任
い ぐち とも み

井口 知己 専務執行役員 男性 管理・ＥＳＧ管掌 ＣHRO

9 新任
かわ かみ のり こ

川上 紀子 社外
独立役員 女性
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候補者番号 1
なか むら きみ かず

中 村 公 一 再 任

生年月日
1949年９月30日生
年齢
76歳

性別
男性

略歴、地位、担当
1973年４月 当社入社
1981年６月 当社取締役
1984年６月 当社常務取締役
1985年６月 当社代表取締役副社長
1986年３月 当社代表取締役社長
2016年４月 当社代表取締役会長 ＣＥＯ
2025年４月 当社取締役会長 取締役会議長（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
該当なし 232,843株

取締役候補者とした理由及び期待される役割
中村公一氏は、1986年３月から代表取締役社長として30年にわたり、当社グ
ループの企業経営をリードし、継続的な企業価値の向上及び事業の発展に努め
ました。現在は、取締役会長並びに取締役会議長として取締役会を適正・適法
に運営するとともに、企業経営に加え経済団体や業界団体にも貢献していま
す。今後もこの豊富な経営者としての経験と見識を活かし、当社グループの重
要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、取締役
候補者としました。
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候補者番号 2
なか むら きみ ひろ

中 村 公 大 再 任

生年月日
1976年８月16日生
年齢
49歳

性別
男性

略歴、地位、担当
2002年４月 当社入社
2009年4月 当社千葉支店長
2011年5月 当社経営企画副担当 兼経営企画部長
2011年６月 当社執行役員
2012年4月 当社経営企画副担当

兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
2013年４月 当社エリア統括
2013年6月 当社取締役 兼執行役員
2014年４月 当社代表取締役専務取締役

事業・エリア管掌 兼エリア統括
2016年 4月 当社代表取締役社長 COO
2025年 4月 当社代表取締役社長 CEO (現在)

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
該当なし 37,397株

取締役候補者とした理由及び期待される役割
中村公大氏は、入社後、証券会社への出向経験を経て、当社の経営企画部門を
歴任しました。2013年６月に取締役就任後は、事業及び地域の経営単位であ
るエリアの統括として業務執行に携わり、当社グループの事業運営及び企業経
営において豊富な経験を有しています。また、2016年４月から代表取締役社
長に就任し、継続的な企業価値の向上及び事業の発展に努め、経営全般をリー
ドしています。今後もこの経験を活かし、当社グループの重要事項の決定及び
経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、取締役候補者としまし
た。
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候補者番号 3
く き はら つよし

久木原 剛 再 任

生年月日
1963年10月7日生
年齢
62歳

性別
男性

略歴、地位、担当
1986年４月 当社入社
2013年 4 月 当社プラント工事部長
2016年 4 月 当社東中国支店長
2018年10月 当社インキュベーション戦略部長
2021年４月 当社関西エリア長
2021年 6 月 当社執行役員
2022年４月 当社東日本エリア長
2024年４月 当社経営企画副担当
2025年 4 月 当社専務執行役員 事業管掌 ＣＳＯ
2025年 6 月 当社取締役専務取締役 事業管掌 ＣＳＯ
2026年４月 当社取締役専務執行役員 事業管掌 ＣＳＯ

兼技術・開発本部長 ＣＴＯ（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
該当なし 2,728株

取締役候補者とした理由及び期待される役割
久木原剛氏は、当社基幹事業である機工事業本部の要職から支店長を経て、新
たな事業等を創出する部門の長、地域の経営単位の長や当社グループ全体の経
営企画副担当を歴任し、現在は事業管掌 ＣＳＯ 兼技術・開発本部長 ＣＴＯ
を務め、当社グループの事業運営に豊富な経験を有しています。今後もこの経
験を活かし、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割
を果たすことを期待し、取締役候補者としました。
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候補者番号 4
さい き なお こ

齋 木 尚 子 再 任 社外 独立役員

生年月日
1958年10月11日生
年齢
67歳

性別
女性

略歴、地位、担当
1982年 4 月 外務省入省
2013年 6 月 同省国際文化交流審議官
2014年 7 月 同省経済局長 兼内閣官房内閣審議官

（内閣官房ＴＰＰ政府対策本部）
2015年10月 同省国際法局長
2017年 7 月 同省研修所長
2019年 1 月 同省退官
2020年 4 月 東京大学公共政策大学院客員教授
2020
同

年 6 月 双日株式会社社外取締役
株式会社日本政策投資銀行社外監査役

2021年 6 月 株式会社小松製作所社外取締役（現在）
2022年 6 月 当社社外取締役（現在）
2023年 4 月 外務省参与（現在）
2023年 6 月 株式会社日本政策投資銀行社外取締役（現在）
2026年３月 株式会社INPEX社外取締役（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
株式会社小松製作所 社外取締役
株式会社日本政策投資銀行 社外取締役
株式会社INPEX 社外取締役

300株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
齋木尚子氏は、外務省出身者であります。経済局長、国際法局長等の要職を歴
任され、退官後も他社の社外役員や学術、文化等の団体へ貢献されており、外
交第一線で活躍された豊富な経験と高い見識を活かし、幅広く有益な助言をい
ただいています。今後も当社の取締役会における重要事項の決定及び経営執行
の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役としての役割を果たし
ていただけることを期待し、社外取締役候補者としました。
【当社の社外取締役に就任してからの年数】４年（本総会終結時）
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候補者番号 5
たか だ あきら

髙 田 明 再 任 社外 独立役員

生年月日
1958年1月3日生
年齢
68歳

性別
男性

略歴、地位、担当
1981年 4 月 野村證券株式会社入社
2001年12月 同社ＩＢコンサルティング室長
2012年 4 月 野村インベスター・ソリューションズ株式会社取締役
2018年 3 月 トラスコ中山株式会社常勤監査役
2023年 6 月 当社社外取締役（現在）
2026年３月 東海カーボン株式会社社外取締役（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
東海カーボン株式会社 社外取締役 500株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
髙田明氏は、野村證券株式会社入社後、同社グループ会社の取締役を歴任さ
れ、経営者としての豊富な経験と高い見識、またコンサルタントとしての発行
会社と資本市場及び投資家との関係構築に関する豊富な経験を活かし、幅広く
有益な助言をいただいています。今後も当社の取締役会における重要事項の決
定及び経営執行の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役として
の役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役候補者としました。
【当社の社外取締役に就任してからの年数】３年（本総会終結時）



13

候補者番号 6
いし だ とおる

石 田 徹 再 任 社外 独立役員

生年月日
1952年11月1日生
年齢
73歳

性別
男性

略歴、地位、担当
1975年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省
2000年４月 内閣総理大臣秘書官
2002年7月 経済産業省 大臣官房審議官（政策総合調整担当）
2003年7月 同省大臣官房総括審議官
2005年9月 同省貿易経済協力局長
2007年7月 同省産業技術環境局長
2008年7月 同省資源エネルギー庁長官
2010年8月 同省退官
2011年1月 東京電力株式会社顧問
2011年9月 当社顧問
2013年6月 日本アルコール販売株式会社取締役
2014年6月 同社取締役副社長
2018年6月 三井金属鉱業株式会社（現 三井金属株式会社）社外監査役
2024
同

年6月 当社社外取締役（現在）
三井金属鉱業株式会社（現 三井金属株式会社）
社外取締役（監査等委員）（現在）

2024年７月 日本商工会議所・東京商工会議所顧問（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
三井金属株式会社 社外取締役（監査等委員）
日本商工会議所・東京商工会議所 顧問

700株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
石田徹氏は、経済産業省出身者であります。資源エネルギー庁長官等の要職を
歴任され、退官後も日本商工会議所･東京商工会議所の専務理事等として企業
や地域の発展に貢献されており、これまでの経験と知識を活かし、幅広く有益
な助言をいただいています。今後も当社の取締役会における重要事項の決定及
び経営執行の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役としての役
割を果たしていただけることを期待し、社外取締役候補者としました。
【当社の社外取締役に就任してからの年数】２年（本総会終結時）
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候補者番号 7
おお なか けん じ

大 中 健 児 新 任

生年月日
1961年11月5日生
年齢
64歳

性別
男性

略歴、地位、担当
1984年4月 当社入社
2010年４月 当社プラント工事部長
2013年４月 当社八幡支店長
2018年４月 当社中・四国エリア長
2018年6月 当社執行役員
2022年４月 当社常務執行役員

当社プラント・エンジニアリング事業本部長
2024年4月 当社機工事業本部長
2026年4月 当社専務執行役員 エリア管掌

兼エリア統括 兼安全統括 ＣＯＯ（現在）
重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
該当なし 8,011株

取締役候補者とした理由及び期待される役割
大中健児氏は、当社主要拠点の支店長やエリア長、当社基幹事業である機工事
業本部の要職を歴任し、現在はエリア管掌 兼エリア統括 兼安全統括 ＣＯＯ
を務め、当社グループの事業運営に豊富な経験を有しています。今後、この経
験を活かし、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割
を果たすことを期待し、取締役候補者としました。
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候補者番号 8
い ぐち とも み

井 口 知 己 新 任

生年月日
1967年2月13日生
年齢
59歳

性別
男性

略歴、地位、担当
1990年4月 当社入社
2017年4月 当社九州エリア統括部長
2022年7月 当社総務・ＣＳＲ部長
2023年４月 当社総務・法務・コンプライアンス統括担当
2023年6月 当社執行役員
2025年4月 当社九州エリア長
2026年4月 当社専務執行役員 管理・ＥＳＧ管掌 ＣＨＲＯ（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
該当なし 2,616株

取締役候補者とした理由及び期待される役割
井口知己氏は、当社主要拠点における人事・労政部門の責任者を経て、統括部
長及びエリア長を歴任し、地域の経営単位の労務改革を主導した経験を有して
います。また、総務・法務・コンプライアンス統括として、当社ガバナンス体
制の強化、人的資本経営の促進に豊富な経験を有しています。今後、この経験
を活かし、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を
果たすことを期待し、取締役候補者としました。
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候補者番号 9
かわ かみ のり こ

川 上 紀 子 新 任 社外 独立役員

生年月日
1959年6月17日生
年齢
67歳

性別
女性

略歴、地位、担当
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
2003年４月 同社パワーエレクトロニクス部主幹
2003年10月 東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）出向
2005年10月 同社転籍
2015年10月 同社パワーエレクトロニクスシステム事業部技監（現在）
2018年 1 月 米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）フェロー
2024年 6 月 日本碍子株式会社（現 ＮＧＫ株式会社）社外取締役（現在）

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
株式会社ＴＭＥＩＣ
パワーエレクトロニクスシステム事業部 技監

ＮＧＫ株式会社 社外取締役

300株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
川上紀子氏は、株式会社東芝入社後、重電・電気分野技術者として電力・産
業向け大規模プラントの製品開発に携わり、当社機工事業戦略との親和性の
高い、電力系統や再生可能エネルギーを利用したインフラ設備等に関する高度
な知見を有しています。加えて、他社において社外取締役を務めており、経営
に関する豊富な経験も有しています。今後、これらの経験を活かし、当社の取
締役会における重要事項の決定及び経営執行の監督に対して、独立した客観的
な見地から社外取締役としての役割を果たしていただけることを期待し、社外
取締役候補者としました。
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（注）
1．各候補者の年齢は本総会終結時の満年齢となります。
2．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．社外取締役に関する事項は、以下のとおりであります。
（１）当社は、齋木尚子氏、髙田明氏及び石田徹氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本議案が承認可
決された場合には、３氏と当該契約を継続する予定であります。また、川上紀子氏と当該契約
を新たに締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職
務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低限度額であります。

（２）当社は、齋木尚子氏、髙田明氏及び石田徹氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役
員として届け出ております。本議案において３氏の選任が承認可決された場合には、３氏を引
き続き独立役員とする予定であります。また、川上紀子氏の選任が承認可決された場合には、
東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

4．当社は、業務執行の委縮の防止のため、保険会社と取締役全員を被保険者とする会社法第430条
の３第１項に規定される役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、2026年10月
に更新の予定であります。本議案が承認可決された場合には、各取締役は引き続き、また新任の
取締役は新たに被保険者となります。

【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合

被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。
②填補の対象となる保険事故の概要

・第三者に対して損害を与えたとして、第三者から役員が損害賠償を請求された場合
・株主代表訴訟により、会社に損害を与えたとして、会社から役員が損害賠償を請求された場合
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第３号議案 監査役２名選任の件
監査役 島田邦雄氏は、本総会終結の時をもって辞任の申し出がありました。つきましては、監査

役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ており
ます。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 地 位 性別 取締役会/出席回数 監査役会/出席回数

1 新任
しげ た かず ひろ

重田 和宏 社外
独立役員 男性

2 新任
よし の あきら

吉野 彰 社外
独立役員 男性
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候補者番号 1
しげ た かず ひろ

重 田 和 宏 新 任 社外 独立役員

生年月日
1964年5月17日生
年齢
62歳
性別
男性

略歴、地位
1987年４月 丸紅株式会社入社
2010年４月 丸紅米国会社米州支配人付 兼財務部長
2014年4月 丸紅フィナンシャルサービス株式会社社長
2015年4月 丸紅アセアン会社アセアン支配人付 兼企画部長
2017年4月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社取締役

アドミニストレーショングループ長
2019年4月 丸紅紙パルプ販売株式会社取締役管理本部長

(現 丸紅フォレストリンクス株式会社)

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
該当なし 0株

社外監査役候補者とした理由
重田和宏氏は、丸紅株式会社入社後、同社グループ会社の要職を歴任され、経
営者としての豊富な経験と財務・会計に関する高い見識を有しています。当社
社外監査役としてこれらを活かし、独立した客観的な見地から当社取締役の職
務執行を監査していただくことを期待し、社外監査役候補者としました。
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候補者番号 2
よし の あきら

吉 野 彰 新 任 社外 独立役員

生年月日
1977年7月4日生
年齢
48歳

性別
男性

略歴、地位
2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

岩田合同法律事務所入所
2010年 ４月 ニューヨーク州弁護士登録
2010年 ８月 島田法律事務所入所
2012年 １月 島田法律事務所 パートナー就任(現在)

重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数
島田法律事務所 弁護士(パートナー) 0株

社外監査役候補者とした理由
吉野彰氏は、日本及び米国ニューヨーク州において弁護士資格を有し、国内外
の企業法務に関する豊富な経験と見識を有しています。当社社外監査役として
これらを活かし、独立した客観的な見地から当社取締役の職務執行を監査して
いただくことを期待し、社外監査役候補者としました。
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（注）
1．候補者の年齢は本総会終結時の満年齢となります。
2．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．各候補者に関する事項は以下のとおりであります。
（１）当社は、監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。本議案が承認可決された場合には、重田和宏
氏及び吉野彰氏と当該契約を新たに締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める
最低限度額であります。

（２）当社は、社外監査役を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ておりま
す。本議案が承認可決された場合は、重田和宏氏及び吉野彰氏を独立役員として届け出る予定
であります。

４．当社は、職務執行の委縮の防止のため、保険会社と監査役全員を被保険者とする会社法第430条
の３第１項に規定される役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、2026年10月
に更新の予定であります。本議案が承認可決された場合には、重田和宏氏及び吉野彰氏は新たに
被保険者となります。

【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
被保険者の全ての保険料を当社が全額負担する予定であります。

②填補の対象となる保険事故の概要
・第三者に対して損害を与えたとして、第三者から役員が損害賠償を請求された場合
・株主代表訴訟により、会社に損害を与えたとして、会社から役員が損害賠償を請求された場合
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（ご参考）
取締役及び監査役の選任等の議案を承認可決いただいた場合の取締役会及び監査役会の構成（スキ

ルマトリックス）は、次のとおりであります。
当社の取締役会及び監査役会は、期待されるスキル（専門知識・経験）に加え、高い倫理観、公正

さ、誠実さ等を備えた多様な役員にて構成されており、取締役の指名においては独立社外取締役が過
半数を占める任意の指名委員会にて構成や必要となるスキルについて審議しております。

取

締

役

会

取締役氏名 独立
役員 経営戦略 財務・

会計
グロー
バル

技術・
ＩＴ・
デジタル

人事・
労務・
人材開発

安全・
品質

リスクマネ
ジメント・
コンプライ
アンス

資本市場 ESG

❶中村 公一 ● ● ● ● ●
❷中村 公大 ● ● ● ● ● ●
❸久木原 剛 ● ● ● ● ● ●
❹齋木 尚子 ● ● ● ● ● ●
❺髙田 明 ● ● ● ● ●
❻石田 徹 ● ● ● ● ●
❼大中 健児 ● ● ●
❽井口 知己 ● ● ● ●
❾川上 紀子 ● ● ● ● ● ●

監

査

役

会

監査役氏名 独立
役員 企業経営 財務・

会計 法務 監査・
内部監査

グロー
バル

❶結城 俊雄 ● ● ●
❷辻 義輝 ● ● ●
❸白羽 龍三 ● ● ● ●
❹重田 和宏 ● ● ● ●
❺吉野 彰 ● ● ●

※上表は、取締役、監査役の有する全ての専門知識及び経験を表すものではありません。



連結業績ハイライト

売上高 6,315 営業利益 432億円
経常利益 433 親会社株主に

帰属する当期純利益 315億円

前期比
4.1%

前期比
1.6%

前期比
2.9%

前期比
2.5%

億円

億円

事業報告 （2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
1．事業の経過及び成果
当連結会計年度における世界経済は、生産・投資・消費で持ち直しの動きをみせていますが、中国

での過剰供給の調整や中東情勢の悪化が世界景気の重しとなっています。こうしたなか、国内経済
は、堅調な設備増強・更新・環境関連投資が続く一方、関税問題・中国景気の減速影響の継続に加
え、人手不足・賃上げ、足元では中東情勢の悪化等が消費・物流関連に影響しております。中国で
は、輸出増加の動きもありましたが、内需である住宅販売・個人消費・設備投資の減速が続き、日系
企業の生産・販売においても引き続き厳しい状況となりました。東南アジアでは、中国景気の減速影
響やインフレ影響を受けるも、半導体・電子部品の需要増加や内需の持ち直しが下支えとなっており
ます。
このような経済情勢の下、当連結会計年度における売上高は、6,315億73百万円と前期比4.1％の

増収、利益面においては営業利益が432億40百万円と1.6％の減益、経常利益が433億85百万円と
2.9％の減益、一方で政策保有株式の縮減を進めた結果、親会社株主に帰属する当期純利益が315億5
百万円と2.5％の増益となりました。
なお、当連結会計年度における中東情勢悪化による影響は軽微であります。

当連結会計年度のセグメントごとの業績は次のとおりであります。
(1) 物流事業
港湾国際では、国内での新規作業開始、国内外において単価引き上げを実施しておりますが、国内

でのプロジェクト輸送案件・海上コンテナ取扱量・倉庫作業が減少しております。３ＰＬ一般では、
主要客先での単価引き上げを進めております。特に一般物流では、主に中国域内での自動車部品・消
費財等が内需不振の影響を受けて輸送・保管作業等が低調ですが、コスト削減施策により海外現地法
人の採算改善を進めております。また、国内では単価引き上げに加え、スポット作業等の取扱いが増
加となりました。構内では、国内外客先での新規作業開始、海外での赤字作業撤退等の影響で収支改
善を進めております。
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以上の結果、物流事業全体の売上高は2,952億56百万円と前期比0.1％の減収、セグメント利益
（営業利益）は98億26百万円と前期比1.5％の増益となりました。なお、当連結会計年度の売上高に
占める割合は46.7％であります。

(2) 機工事業
設備工事では、国内産業の設備更新・脱炭素需要等を背景に、国内での鉄鋼・化学関連等設備建

設・解体工事、環境関連工事が増加しました。一方、海外において一部の工事代金で貸倒引当金を計
上しております。メンテナンスでは、2024年12月に新たに連結対象の子会社が１社加わった影響等
で前年比売上が増加しましたが、利益面では、国内での日常メンテナンス作業の減少や海外での定修
工事量減等で減少しております。以上の結果、機工事業全体の売上高は3,074億58百万円と前期
比8.5％の増収、セグメント利益（営業利益）は309億60百万円と前期比3.3％の減益となりま
した。なお、当連結会計年度の売上高に占める割合は48.7％であります。

(3) その他
道路・付帯設備における補修工事量の増加に加え、機材・資材の新規購入コスト等が減少しまし

た。以上の結果、その他全体の売上高は288億58百万円と前期比3.3％の増収、セグメント利益（営業利
益）は24億72百万円と前期比11.4％の増益となりました。なお、当連結会計年度の売上高に占める割合
は4.6％であります。

2．設備投資の状況
物流事業では、建物、車両運搬具等の新規投資をしております。具体的には、山口県山陽小野田市

やシンガポールにおいて大型物流センターを開設しました。機工事業では、建物、機械装置、ソフト
ウェア等が主な投資内容となります。具体的には、サウジアラビアにおいて人材育成及びメンテナン
ス拠点を開設しました。総額で231億81百万円の設備投資を実施しました。

3．資金調達の状況
当連結会計年度の所要資金は、自己資金、金融機関からの借入金及びコマーシャル・ペーパーの発

行等により充当しました。
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4．財産及び損益の状況の推移
（1）企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第 114 期
（2022年度）

第 115 期
（2023年度）

第 116 期
（2024年度）

第 117 期
（2025年度）
（当 期）

売上高（百万円） 579,226 563,547 606,791 631,573

経常利益（百万円） 39,631 36,631 44,679 43,385

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 24,959 24,379 30,747 31,505

１株当たり当期純利益（円） 426.68 428.60 570.99 614.05

総資産（百万円） 481,661 505,045 545,189 559,746

純資産（百万円） 272,532 285,433 297,063 306,988
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（2）当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第 114 期
（2022年度）

第 115 期
（2023年度）

第 116 期
（2024年度）

第 117 期
（2025年度）
（当 期）

売上高（百万円） 406,546 394,365 430,568 440,504

経常利益（百万円） 30,035 30,770 33,870 36,456

当期純利益（百万円） 20,777 22,826 24,814 29,403

１株当たり当期純利益（円） 355.20 401.30 460.80 573.07

総資産（百万円） 374,646 391,113 416,031 421,288

純資産（百万円） 175,377 178,773 175,840 178,320



25年5月 27年5月現在

中期経営計画2030に注力し、Vision2040の公表を順延

停滞・成熟期（還元重視） 再成長期

中計追補
27年3月期まで

Vision2030更改

中期経営計画2030

中計策定のテーマ

位置づけ
現行の「Vision2030」を、市場環
境や2025年5月発表の中計追補を
基に改訂

社内構造に起因する非効率性排除
働く人の価値を高める制度・仕組の
構築
キャッシュフローの有効活用
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5．企業集団が対処すべき課題
【Vision2030更改を含めた各中長期経営計画の位置づけと役割】

2023年１月に中期経営計画2026を公表しましたが、当社を取り巻く事業環境が非連続に変化するなかで、
昨年５月の中期経営計画2026の見直しを踏まえ、今後の更なる企業価値向上に向けて、Vision2030を更改し
ました。
今後は、「人・社会・環境への感謝」を事業で実現することを軸に、成長投資と株主還元のバランスを踏ま

えた経営を通じて、「再成長企業」への昇華を目指してまいります。また、来年2027年５月には、中期経営計
画2030の公表を予定しております。
中期経営計画2030では、更改したVision2030の実現に向けた具体的な取り組みをお示しします。



事業環境の変化を踏まえた改善余地と方針を再整理

事業環境の整理と改善余地

「Vision2030更改」の目的と方針

成長産業への展開
ポートフォリオマネジメントの推進

エクイティガバナンスへの移行
人的資本の再生産

領域の拡大と売上向上
管理手法改善によるリソース最適化

市場期待の理解にさらなる改善

人材リソースの活用最適化Vision
2030
更改

事業

財務

非財務

労働力不足

サプライチェーンの変化

カーボンニュートラル対応　事業構造改革

国内産業の構造変化

DXによる競争激化
Vision
2030

事業ポートフォリオのマネジメント&再構築

成長市場への挑戦

既存顧客の領域拡大（ビジネスモデル革新）
デジタルによる生産性の向上

技能を高める技術の活用
事業環境の変化

長期経営戦略2030　3つの方針

事業

財務
非財務

課題と方針の
対応関係を明示

環境変化を踏まえ
自社課題を更新
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【事業環境の変化に伴う改善余地と方針の見直し】
Vision2030を更改するにあたり、当社を取り巻く事業環境の変化を鑑み、当社が再成長を目指

す上での課題を洗い出し、課題と方針の対応関係をより明確にする観点から、事業・財務・非財務
の３つの軸で次のとおり再整理しました。



「Vision2030更改」
発表の背景

エグゼクティブ
サマリー

事
業

財
務

非
財
務

収益の質的向上と成長市場への資源配分 7,500億円+α

中期経営計画で、自己資本水準やROE目標を設定（25.5月）
過去最高水準のROE実現を目指し、現長期戦略の見通しについて方針を再設定

コスト構造改革 管理コスト
（売上高対比）

企業価値の最大化に向けた自己資本管理

キャッシュイン＆アウトの最適化

自己資本

14.6％以上

人的資本を育み、その価値を発揮できる仕組みづくり

事業差別化・業務合理化を実現するデジタル投資

50％以上

300億円

従業員エンゲージ
メント結果

デジタル投資額
（24/3期～31/3期累計）

11％⇒10％水準

売上高

3,000億円水準

ROE

従業員エンゲージメント：社内働きがい診断の結果、エンゲージメントに肯定的回答をした人数の割合
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【「Vision2030更改」発表の背景とお伝えしたいこと】
当社グループの再成長企業としての姿を具現化するため、事業・財務・非財務に関するVision2030の目標

値も見直しております。それぞれの目標値を達成することを通じて、更なる企業価値の向上を目指してまいり
ます。
（１）事業
2031年３月期の売上高目標を、7,000億円から7,500億円以上へ引き上げました。また、将来の再成長に

資するコスト構造改革を進めるべく、管理コストは売り上げに対する一定の割合へと抑制を図ります。
（２）財務
昨年公表した中期経営計画追補にて、2031年３月時点の自己資本を2,700億円としておりましたが、為替

変動等のマクロ要因による上振れを見込み、3,000億円水準へ見直しました。また、資本効率の改善を図り、
ＲＯＥを過去最高水準の14.6％以上に引き上げるべく取り組んでまいります。
（３）非財務
多様なバックグラウンドを持つ従業員が、ポテンシャルを最大限発揮できる仕組みづくりを進め、2031年

３月期には従業員エンゲージメントを50％以上に引き上げることを目指します。また、事業の差別化及び業務
の高度化に向け、2024年３月期から2031年３月期までの８年間で、累計300億円のデジタル関連投資を実行
します。
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6．重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

百万円 %
山 九 プ ラ ン ト テ ク ノ 株 式 会 社 （東 京 都） 450 100 機器据付業

日 本 工 業 検 査 株 式 会 社 （神 奈 川 県） 90 100 非破壊検査業

平 和 扶 桑 テ ク ノ 株 式 会 社 （大 分 県） 46 94.5 機器据付業

山 陽 工 業 株 式 会 社 （兵 庫 県） 20 100 機器据付業

丸 栄 産 業 株 式 会 社 （福 岡 県） 100 100 メンテナンス業

株式会社サンキュウ･トランスポート・東日本（千葉県） 99 100 運輸業

株式会社サンキュウ･トランスポート･東京（東京都） 99 100 運輸業

株式会社サンキュウ・トランスポート・中部（愛知県） 75 100 運輸業

株式会社サンキュウ･トランスポート・中国（山口県） 50 100 運輸業

株式会社サンキュウ･トランスポート・九州（福岡県） 40 100 運輸業

株 式 会 社 ス リ ー エ ス ･ サ ン キ ュ ウ （東 京 都） 97 100 運輸・倉庫業

サンキュウビジネスサービス株式会社（東京都） 30 100 ビル設備管理業

山 九 東 日 本 サ ー ビ ス 株 式 会 社 （千 葉 県） 46 96.9 人材サービス業

山 九 近 畿 サ ー ビ ス 株 式 会 社 （大 阪 府） 30 100 人材サービス業

株 式 会 社 山 九 海 陸 （神 奈 川 県） 51 91.2 港湾運送業

サンキュウエアロジスティクス株式会社（東京都） 300 100 航空代理店業

株 式 会 社 イ ン フ ォ セ ン ス （福 岡 県） 100 100 情報サービス業
Sankyu Southeast Asia Holdings Pte.Ltd.

（シンガポール）
百万SG＄
247.3 100 地域統括

P.T.Sankyu Indonesia International
（インドネシア）

百万US＄
15.2 62.6 運輸・機器据付業

Sankyu(Singapore)Pte.Ltd. （シンガポール） 百万SG＄
15.0 100 運輸・倉庫・機器据付業

Sankyu(Malaysia)Sdn.Bhd. （マレーシア） 百万MYR
8.0 100 運輸・倉庫・機器据付業
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会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容
%

Sankyu − Thai Co.,Ltd. （タ イ） 百万THB
172.0 98.1 運輸・倉庫・機器据付業

Sankyu Saudi Arabia Co. （サウジアラビア） 百万SAR
173.0 100 運輸・機器据付業

山 九 東 源 国 際 ( 香 港 ) 有 限 公 司 （中 国） 百万HK＄
32.0 98.8 運輸・倉庫業

広 州 山 九 物 流 有 限 公 司 （中 国） 百万人民元
16.0 99.8 運輸・倉庫業

上 海 経 貿 山 九 儲 運 有 限 公 司 （中 国） 百万US＄
4.7 90.0 運輸・倉庫業

北 京 山 九 物 流 有 限 公 司 （中 国） 百万US＄
7.0 100 運輸・倉庫業

Sankyu S/A （ブラジル） 百万BRL
174.4 100 運輸・機器据付業

7．主要な事業内容
山九グループは、「産業界を支える総合サービス業」として、次の事業を行っており、国内及び海

外において幅広く一貫責任体制のもとに業務を実施しております。

物 流 事 業
港 湾 物 流
一 般 物 流
国 際 物 流
構 内 物 流

荷主又は船舶運送事業者の委託により、港湾における船舶の貨物荷卸し・積
込み、本船内での荷繰り業務等、貨物の上屋・倉庫の保管・入出庫業務、輸
出入貨物の乙仲・通関及び船舶代理店業務、国際複合輸送を実施しておりま
す。併せて、一般貨物の自動車輸送並びに廃棄物等の特殊輸送を実施してお
ります。また、お客様の工場構内における原材料及び製品の輸送、製品の梱
包・倉庫保管・出荷等の構内物流業務を実施しております。

機 工 事 業
設 備 工 事
重 量 機 工
工 場
メンテナンス
設 備 土 建

製鉄機械、石油化学及び電力関連装置、橋梁・産業機械、環境整備設備等の
機器製作・据付、配管工事並びにこれら装置類の管理から検査、補修までを
行うメンテナンス業務の実施と併せ、装置類据付に伴う土木基礎工事、建屋
建築工事等も実施しております。また、モジュールプラント等の重量物輸送
を実施しております。

そ の 他
賃 貸 事 業
そ の 他

上記２事業以外に機材賃貸及び不動産取引等の業務を実施しております。ま
た、土木・建築工事、情報システム、人材派遣、保険代理店等のサービス等
を実施しております。
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8．主要な営業所及び事業所
本 店 福岡県北九州市門司区港町６番７号
本社事務所 東京都中央区勝どき六丁目５番23号
営業担当
営業第１部（東京都）、営業第２部（東京都）、営業第３部（東京都）、営業第４部（東京都）

物流事業本部
物流企画部（東京都）、AEO監査部（東京都）、陸運部（東京都）
国際・港運事業部
港運部（東京都）、国際フォワーディング部（東京都）、輸出入推進部（東京都）
３ＰＬ事業部
3ＰＬ企画営業部（東京都）、３ＰＬ業務部（東京都）
オペレーションサポート事業部
オペレーションサポート１部（東京都）、オペレーションサポート２部（東京都）

機工事業本部
機工企画部（東京都）
事業戦略部（東京都）
インフラ事業推進担当
インフラ事業推進部（東京都）
Ｅ＆Ｍ第１事業部
Ｅ＆Ｍ第１事業統括部（福岡県）、設計部（福岡県）、製造部（福岡県）、プラント工事部（福岡県）、
鉄鋼メンテナンス部（東京都）、設備土建部（福岡県）、重量機工部（福岡県）、機材部（福岡県）
Ｅ＆Ｍ第２事業部
Ｅ＆Ｍ第２事業統括部（東京都）、メンテナンス技術部（千葉県）、エンジニアリング部（東京都）、
海外プロジェクト部（東京都）

海外事業本部
海外統括部（東京都）、インド事業戦略班（東京都）、中東タスクフォース班（東京都）
東南アジアエリア
中国・東アジアエリア
中国・東アジア事業推進部（東京都）

技術・開発本部
技術・開発部（東京都）、品質保証部（福岡県）、ＩＴ企画部（東京都）、デジタル技術活用推進部（東京都）
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東日本エリア
東日本エリア統括部（千葉県）、君津支店（千葉県）、設備エンジニアリングセンター（千葉県）、
鹿島鉄鋼支店（茨城県）、千葉支店（千葉県）、苫小牧支店（北海道）、鹿島支店（茨城県）

首都圏エリア
首都圏エリア統括部（東京都）、北関東支店（埼玉県）、東北支店（宮城県）、東京支店（東京都）、
横浜支店（神奈川県）、首都圏ＤＣ支店（神奈川県）

中部エリア
中部エリア統括部（愛知県）、静岡支店（静岡県）、東海支店（愛知県）、知多支店（愛知県）、
名古屋支店（愛知県）、四日市支店（三重県）、三重支店（三重県）

関西エリア
関西エリア統括部（大阪府）、関西エリア開発営業部（大阪府）、泉北支店（大阪府）、
北陸支店（富山県）、関西支店（大阪府）、大阪支店（大阪府）、
京滋支店（京都府）、神戸支店（兵庫県）、兵庫支店（兵庫県）

中・四国エリア
中・四国エリア統括部（広島県）、岡山支店（岡山県）、四国支店（愛媛県）、東中国支店（広島県）、
広島支店（広島県）、岩国支店（山口県）、光支店（山口県）、周南支店（山口県）

九州エリア
九州エリア統括部（福岡県）、九州エリア開発営業部（福岡県）、八幡支店（福岡県）、
北九州支店（福岡県）、門司支店（福岡県）、若松支店（福岡県）、福岡支店（福岡県）、
大分支店（大分県）、大分東支店（大分県）、宮崎支店（宮崎県）
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9．従業員の状況
（1）企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

29,324名 290名減

（注）従業員数は、山九グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から山九グループへの出向者を
含む就業人員であります。

（2）当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

12,452名 160名増 41.3歳 15.2年

（注）1. 従業員数は、就業人員で記載しております。
2. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

10．主要な借入先（2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高
百万円

株式会社みずほ銀行 18,964

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 16,554

株式会社三井住友銀行 4,831

（注）1. 百万円未満は切り捨てて表示しております。
2. 当社単体の金額を記載しております（グループ内借入を除く）。
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
1．株 式 数 発行可能株式総数 200,000,000株

発行済株式の総数 52,901,749株
（自己株式 2,774,320株を含む）

2．株 主 数 9,872名

3．大株主の状況
株主名 持株数 持株比率

千株 ％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7,596 15.15
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,852 9.68
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 2,658 5.30
日本製鉄株式会社 2,061 4.11
公益財団法人ニビキ育英会 1,960 3.91
山九従業員持株会 1,541 3.07
株式会社みずほ銀行 1,212 2.42
明治安田生命保険相互会社 1,200 2.39
山九取引先持株会 771 1.54
東京海上日動火災保険株式会社 735 1.47
（注）1. 自己株式は、上記大株主から除いております。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

4．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区分 株式数 交付対象者数
株 人

取締役(社外取締役を除く。) 8,632 5
社外取締役 800 4
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Ⅲ 会社役員に関する事項
1．取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 中 村 公 一 取締役会議長
代 表 取 締 役 社 長 中 村 公 大 CEO
代表取締役専務取締役 諸 藤 克 明 管理・ESG管掌 CFO
代表取締役専務取締役 青 木 信 之 エリア管掌 兼エリア統括 兼安全統括 COO
取 締 役 専 務 取 締 役 久 木 原 剛 事業管掌 CSO
社 外 取 締 役 小 川 誠

社 外 取 締 役 齋 木 尚 子
株式会社小松製作所 社外取締役
株式会社日本政策投資銀行 社外取締役
株式会社INPEX 社外取締役

社 外 取 締 役 髙 田 明 東海カーボン株式会社 社外取締役

社 外 取 締 役 石 田 徹
三井金属株式会社 社外取締役（監査等委員）
日本商工会議所・東京商工会議所 顧問

常 勤 監 査 役 結 城 俊 雄
常 勤 監 査 役 辻 義 輝
社 外 監 査 役 白 羽 龍 三 公認会計士

社 外 監 査 役 島 田 邦 雄
弁護士
東急株式会社 社外取締役

（注）1. 2025年6月26日開催の第116回定時株主総会において、久木原剛氏が取締役に新たに選任され、就
任いたしました。

2. 2025年６月26日開催の第116回定時株主総会の終結の時をもって、吾郷康人、大庭政博、岡橋輝和
の３氏は、任期満了により取締役を退任いたしました。

3. 取締役小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり
ます。

4. 監査役白羽龍三、島田邦雄の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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５. 取締役小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹、監査役白羽龍三、及び島田邦雄の６氏は、東京証券取引
所及び福岡証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

６．常勤監査役結城俊雄氏は、金融に関する高い見識のもと経営企画担当としての長年の経験を有し、財
務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

７．常勤監査役辻義輝氏は、金融機関における長年の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。

８. 社外監査役白羽龍三氏は、公認会計士としての長年の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

９. 当事業年度末日後の取締役の異動
2026年４月１日付をもって、取締役の担当の一部が変更され、次のとおりとなりました。

地 位 氏 名 担 当 異 動 日
代 表 取 締 役 諸 藤 克 明 社長付(特命事項担当) 2026年4月1日
代 表 取 締 役 青 木 信 之 社長付(特命事項担当) 2026年4月1日

取締役専務執行役員 久 木 原 剛 事業管掌 ＣＳＯ 兼技術・開発本部長 ＣＴＯ 2026年4月1日

2．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、職務執行の委縮の防止のため、保険会社と取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を締結しており、2026年10月に更新の予
定であります。
【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。

②補填の対象となる保険事故の概要
・第三者に対して損害を与えたとして、第三者から役員が損害賠償を請求された場合
・株主代表訴訟により、会社に損害を与えたとして、会社から役員が損害賠償を請求された場合

3．責任限定契約の内容の概要
当社と各非業務執行取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うに
つき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低限度額であります。
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4．取締役及び監査役の報酬等の額
(1)取締役及び監査役の報酬等の決定方針
①基本方針
当社は取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する基本方針を定めており、その内容は取締役及び監査役の報酬
に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し、斟酌すべき事項を勘案のう
え、役員の職位及び職責に応じて決定するものとしております。なお、取締役の報酬等の額の決定に関する基本方
針は取締役会にて決議しております。

②基本報酬、賞与及び株式報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、短期インセンティブとしての業績連動型金銭報酬である賞与、中長
期インセンティブとしての業績連動型非金銭報酬である株式報酬で構成されております。また、監査役の報酬は、
固定報酬である基本報酬のみで構成されております。取締役の基本報酬については、役職別に応じた固定報酬を支
給しております。賞与については、社外取締役を除く取締役を支給対象とし、当社グループの当該連結会計年度の
業績達成度と株価の連動を図るため、経常利益（当連結会計年度の実績は433億85百万円）に相対株主利益（相対
TSR）と役職毎の係数を乗じて算出したものを支給しております。株式報酬については、支給対象となる取締役に
対し、譲渡制限付株式を株主総会決議に基づき、社外取締役には固定株数を支給し、その他の取締役に対しては、
当該連結会計年度の業績達成度（営業利益率）と職責に応じて決定した株数を一定の時期に支給しております。

③取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役報酬額は取締役会にて、また監査役報酬額は監査役の協議にて、株主総会で決議された報酬限度額を
超えない範囲で決議しております。

④取締役及び監査役の報酬にかかる株主総会の決議内容

役 員 区 分 報酬の種類 決議時点の
役員の員数 報酬限度額 株主総会決議年月日

取締役

基本報酬・
賞与

取締役10名 年額12億円以内 2024年6月26日
第115回定時株主総会（うち社外取締役4名） （年額2億円以内）

株式報酬
取締役11名 年額2億円以内 2025年6月26日

第116回定時株主総会（うち社外取締役5名） （年額20百万円以内）

監査役 基本報酬 監査役4名 年額2億10百万円以内 2016年6月28日
第107回定時株主総会

取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

⑤当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会の答申を
経たうえで、取締役会にて決議していることから適正であると判断しております。
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(2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役 員 区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 賞与 株式報酬

取
締
役

取締役（社外取締役を除く） 660,951 319,500 291,200 50,251 7
社外取締役 69,757 65,100 4,657 5

監
査
役

監査役（社外監査役を除く） 69,600 69,600 2
社外監査役 34,800 34,800 2

合 計 835,108 489,000 291,200 54,908 16
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5．社外役員に関する事項
（1）当事業年度における活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役

小 川 誠

同氏は、当事業年度開催の取締役会14回のうち14回（100
％）に出席しています。行政での経験による高い専門性、幅
広い見識に基づき、主に人事・労政や組織運営等に関して意
見を述べる等、取締役会の妥当かつ適正な意思決定に寄与し
ています。また、同氏は任意の報酬委員会の委員長に加え、
2025年6月26日より新たに任意の指名委員会の委員を務め
ています。当事業年度において開催された報酬委員会の全
て、委員就任以降に開催された指名委員会の全てに出席して
います。

齋 木 尚 子

同氏は、当事業年度開催の取締役会14回のうち14回（100
％）に出席しています。行政での経験による高い専門性、幅
広い見識に基づき、主に人的資本経営、海外戦略、コンプラ
イアンス等に関連する分野の意見を述べる等、取締役会の妥
当かつ適正な意思決定に寄与しています。また、同氏は任意
の指名委員会の委員長に加え、2025年6月26日より新たに
任意の報酬委員会の委員を務めています。当事業年度におい
て開催された指名委員会の全て、委員就任以降に開催された
報酬委員会の全てに出席しています。

髙 田 明

同氏は、当事業年度開催の取締役会14回のうち14回（100
％）に出席しています。企業経営者としての豊富な経験や幅
広い見識に基づき、主に経営戦略やＩＲ・ＳＲ等に関連する
分野の意見を述べる等、取締役会の妥当かつ適正な意思決定
に寄与しています。また、同氏は任意の報酬委員会の委員に
加え、2025年6月26日より新たに任意の指名委員会の委員
を務めています。当事業年度において開催された報酬委員会
の全て、委員就任以降に開催された指名委員会の全てに出席
しています。

石 田 徹

同氏は、当事業年度開催の取締役会14回のうち14回（100
％）に出席しています。行政での経験による高い専門性、幅
広い見識、企業経営者としての豊富な経験に基づき、主に組
織運営、戦略投資、リスクマネジメント等に関連する分野の
意見を述べる等、取締役会の妥当かつ適正な意思決定に寄与
しています。また、同氏は任意の指名委員会の委員に加え、
2025年6月26日より新たに報酬委員会の委員を務めていま
す。当事業年度に開催された指名委員会の全て、委員就任以
降に開催された報酬委員会の全てに出席しています。



41

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 監 査 役

白 羽 龍 三

同氏は、当事業年度開催の取締役会14回のうち14回（100
％)出席し、取締役会における意思決定の妥当性、適正性を
確保するための助言を行いました。また、監査役会15回の
うち15回（100％）に出席し、公認会計士としての専門的
見地から監査結果についての意見交換、監査に関する重要事
項の協議等を行いました。

島 田 邦 雄

同氏は、当事業年度開催の取締役会14回のうち12回（86
％)出席し、取締役会における意思決定の妥当性、適正性を
確保するための助言を行いました。また、監査役会15回の
うち15回（100％）に出席し、弁護士としての専門的見地
から監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の
協議等を行いました。

（2）重要な兼職と当社グループとの関係
①社外取締役 齋木尚子氏の兼職先と当社グループとの間には重要な取引関係等はありません。
②社外取締役 髙田明氏の兼職先と当社グループとの間には重要な取引関係等はありません。
③社外取締役 石田徹氏の兼職先と当社グループとの間には重要な取引関係等はありません。
④社外監査役 白羽龍三氏の兼職先と当社グループとの間には重要な取引関係等はありません。
⑤社外監査役 島田邦雄氏の兼職先と当社グループとの間には重要な取引関係等はありません。
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Ⅳ 会計監査人の状況
1．会計監査人の名称
有限責任監査法人 トーマツ

2．会計監査人の報酬等の額
（1）当社が支払うべき報酬等の額 82,500千円
（2）当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 87,000千円
（注）1. 監査役会は、会計監査人からの見積書及び担当部署による査定の内容を精査した結果、前年実績・監査品

質・監査計画時間を鑑み妥当であると全員が合意し、会計監査人の報酬等について同意いたしました。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の

監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記(1)の金額は
これらの合計額を記載しております。

3. 当社の重要な子会社のうち、Sankyu(Singapore)Pte.Ltd.(シンガポール)、上海経貿山九儲運有限公司（中
国)、Sankyu S/A（ブラジル）をはじめとした海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または
監査法人（外国におけるこれらの資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの
法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

3．非監査業務の内容
記載すべき事項はありません。

4．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の

解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、
解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載しております数字は、金額及び株式数については表示単位未満の端数を切り捨て、その

他は四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表 （2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額

（資産の部）
流動資産 269,255

現金及び預金 46,141
受取手形、売掛金及び契約資産 209,427
有価証券 995
未成作業支出金 795
その他の棚卸資産 2,926
その他 9,309
貸倒引当金 △340

固定資産 290,490
有形固定資産 190,400

建物及び構築物 74,022

機械装置及び運搬具 14,046

土地 58,386

リース資産 8,329

建設仮勘定 14,771

その他 20,843

無形固定資産 15,395
のれん 7,635

その他 7,760

投資その他の資産 84,695
投資有価証券 43,676

退職給付に係る資産 26,498

繰延税金資産 4,521

その他 11,423

貸倒引当金 △1,425

資産合計 559,746

科 目 金 額
（負債の部）
流動負債 150,764

支払手形及び買掛金 49,752
短期借入金 23,591
コマーシャル・ペーパー 30,000
リース債務 3,455
未払法人税等 6,471
契約負債 2,798
賞与引当金 8,196
役員賞与引当金 365
工事損失引当金 260
完成工事補償引当金 135
その他 25,736

固定負債 101,993
社債 15,000
長期借入金 23,424
リース債務 5,697
繰延税金負債 4,185
再評価に係る繰延税金負債 4,298
役員退職慰労引当金 185
退職給付に係る負債 32,641
資産除去債務 6,041
その他 10,519

負債合計 252,758
（純資産の部）
株主資本 257,196

資本金 28,619
資本剰余金 12,715
利益剰余金 232,979
自己株式 △17,118

その他の包括利益累計額 45,972
その他有価証券評価差額金 18,772
繰延ヘッジ損益 0
土地再評価差額金 △168
為替換算調整勘定 16,733
退職給付に係る調整累計額 10,634

非支配株主持分 3,818
純資産合計 306,988
負債純資産合計 559,746

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 (自至 2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日) （単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 631,573
売上原価 555,204
売上総利益 76,368

販売費及び一般管理費 33,128
営業利益 43,240

営業外収益
受取利息 643
受取配当金 1,379
持分法による投資利益 129
その他 1,111 3,263

営業外費用
支払利息 1,373
その他 1,744 3,118

経常利益 43,385
特別利益
投資有価証券売却益 2,404
受取補償金 339 2,744

特別損失
減損損失 222 222

税金等調整前当期純利益 45,907
法人税、住民税及び事業税 12,765
法人税等調整額 1,507 14,272

当期純利益 31,634
非支配株主に帰属する当期純利益 129

親会社株主に帰属する当期純利益 31,505
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表 （2026年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額

（資産の部）
流動資産 171,150

現金及び預金 7,554
受取手形 3,160
売掛金 99,897
契約資産 50,274
未成作業支出金 373
その他の棚卸資産 2,595
前払費用 1,666
短期貸付金 129
関係会社短期貸付金 94
未収入金 1,992
その他 3,416
貸倒引当金 △3

固定資産 250,137
有形固定資産 127,045

建物 57,804
構築物 3,406
機械装置 5,452
船舶 0
車両運搬具 1,600
工具器具備品 2,234
土地 49,478
リース資産 6,815
建設仮勘定 254

無形固定資産 6,382
借地権 1,199
ソフトウェア 4,289
電話加入権 167
その他 726

投資その他の資産 116,709
投資有価証券 33,874
関係会社株式 59,152
その他の関係会社有価証券 932
出資金 11
関係会社出資金 3,773
関係会社長期貸付金 754
破産更生債権等 144
長期前払費用 457
前払年金費用 11,443
差入保証金 3,897
繰延税金資産 1,296
その他 1,282
貸倒引当金 △311

資産合計 421,288

科 目 金 額
（負債の部）
流動負債 163,733

買掛金 39,143
短期借入金 56,200
コマーシャル・ペーパー 30,000
1年内返済予定の長期借入金 13,477
リース債務 2,875
未払金 1,858
未払法人税等 3,073
未払消費税等 1,725
未払費用 3,944
契約負債 1,359
預り金 2,321
前受収益 3
賞与引当金 7,355
役員賞与引当金 291
工事損失引当金 9
完成工事補償引当金 93

固定負債 79,234
社債 15,000
長期借入金 22,929
リース債務 4,621
退職給付引当金 25,990
再評価に係る繰延税金負債 4,298
資産除去債務 5,806
その他 587

負債合計 242,967
（純資産の部）
株主資本 160,823
資本金 28,619
資本剰余金 11,936

資本準備金 11,936
利益剰余金 137,381

利益準備金 310
その他利益剰余金 137,071

固定資産圧縮積立金 1,358
別途積立金 98,900
繰越利益剰余金 36,812

自己株式 △17,114
評価・換算差額等 17,497

その他有価証券評価差額金 17,664
繰延ヘッジ損益 0
土地再評価差額金 △168

純資産合計 178,320
負債純資産合計 421,288

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 (自至 2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日) （単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 440,504
売上原価 388,750
売上総利益 51,754

販売費及び一般管理費 18,994
営業利益 32,759

営業外収益
受取利息 52
受取配当金 5,182
その他 734 5,969

営業外費用
支払利息 1,162
社債利息 121
その他 987 2,272

経常利益 36,456
特別利益
投資有価証券売却益 2,396
受取補償金 339 2,736

特別損失
減損損失 223 223

税引前当期純利益 38,969
法人税、住民税及び事業税 7,575
法人税等調整額 1,991 9,566
当期純利益 29,403
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年５月21日
山 九 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 田 知 範
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 窪 田 真

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、山九株式会社の2025年4月1日から2026年3月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、山九株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2026年５月21日

山 九 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 田 知 範
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 窪 田 真

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、山九株式会社の2025年4月1日から2026

年3月31日までの第117期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され
る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第117期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査方針、監査計画等に従
い、オンライン会議も活用しながら取締役、内部監査部その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実
施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等とオンライン会議も活用しながら意思疎通及び
情報の交換を図るとともに、子会社に対して事業の報告を求め、必要に応じて業務
及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。
なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、そ
の監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明
細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日
山 九 株 式 会 社 監 査 役 会

常勤監査役 結 城 俊 雄 ㊞
常勤監査役 辻 義 輝 ㊞
社外監査役 白 羽 龍 三 ㊞
社外監査役 島 田 邦 雄 ㊞

以 上
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電子提供措置の開始日2026年６月２日

第 117回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
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会 社 の 体 制 及 び 方 針
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表
(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)



55

会社の体制及び方針
当社が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並び

に当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定
める体制」（以下、内部統制システムという）として取締役会で決議した事項は、次のとおりです。

1．内部統制システム
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社グループは、取締役、従業員が企業活動・社会生活を営むうえで遵守しなければならない事項を明確に
することで、役職員による企業人・社会人としての透明度の高い企業活動及び規律ある行動を通して、会社
の健全な発展・個人の幸福に資することを「倫理規程」に定めています。また、企業倫理並びに法令及び定
款・社則・規程等の社内で取り決めたルールを遵守することを「コンプライアンス規程」に定めており、こ
れらを遵守する体制を整備しています。

②当社取締役会については、「取締役会規程」によって適切な運営が確保されており、月１回開催することを
原則とし、その他必要に応じて書面決議も含め随時開催しています。取締役会では取締役間の意思疎通を図
るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて公認会計士、弁護士等の意見を聴取し、法令及び定款違
反行為の未然防止に努めています。また、当社は監査役会設置会社であり、「監査役監査規程」に従い、取
締役の職務執行について監査を行っており、経営機能に対する監督強化に努めています。取締役が他の取締
役の法令及び定款違反行為を発見した場合は、直ちに取締役会及び監査役に報告しその是正を図っていま
す。

③反社会的勢力に対しては、「倫理規程」において市民生活の秩序・安全に脅威を与え、経済活動にも障害と
なる反社会的勢力・団体との関係を一切遮断するとともに、それらの活動を助長するような行為は一切行っ
てはならない旨を規定しています。また、特殊暴力防止対策協議会に加入しており、所轄警察署及び株主名
簿管理人等から関連情報を収集して不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努めています。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「情報管理基本規程」に基づき、すべての情報の適切かつ円滑な保護、管理及び活用を図っています。

また、「文書管理規程」、「電子情報管理規程」及び「稟議規程」に基づき保存及び管理について適切かつ確実に
実施しています。法定備置書類については、法令及び「文書管理規程」に定められた期間内は閲覧可能な状態を
維持しています。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社グループは、「リスクマネジメント規程」に基づき、グループの運営上、将来的に顕在化する可能性の
あるリスクを選定、評価して対策を講じ、また既に顕在化したリスクへの対策を管理することにより、事業
の継続が脅かされる事態を未然に防止することとしています。

②当社グループは、リスクマネジメントに関する重要事項を審議・決定するため、リスクマネジメント委員会
を設置し、原則年２回開催しています。委員会において審議・報告された内容は経営会議に報告され、その
結果は取締役会へ報告されます。特に重要な影響を及ぼす恐れのあるものは、速やかに経営会議及び取締役
会に報告されます。

③当社グループは、「クライシスマネジメント規程」に基づき、グループの経営や役職員の危機に伴い、緊急
の行動をとる必要があると判断される緊急事態が発生した場合には、その対応及び拡大の防止に努めていま
す。組織対応として代表取締役を本部長とする特別対策本部を設置し、必要に応じて外部アドバイザーを加
えた組織の下で迅速な対応を行い、損害の拡大防止に努める体制を整えています。

④事業の継続が脅かされる緊急事態で特に地震等の自然災害については、発生時から復旧に向けての対策を織
り込んだ「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定しています。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
①当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月１回定例に開催するほ
か、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を
行っています。また、経営方針及び経営戦略などに関する重要事項については、事前に経営会議において議
論を行い、その審議を経て取締役会が執行決定を行います。なお、監督と執行の分離を進め、取締役会によ
る業務執行の監督機能強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。

②取締役会の決定に基づく業務執行については、「職責権限規程」、「業務分掌」において、それぞれの責任者
及びその責任、執行手続の詳細について定めています。

③取締役会は、あらかじめ「稟議規程」を定めており、取締役会に付議しなくてよい事案については、権限委
譲による効率的な業務を遂行しています。
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（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループは、「倫理規程」をコンプライアンス行動規範とし、国の内外を問わず、すべての法律及び国
際ルール及びその精神を遵守するために「コンプライアンス規程」を制定しています。当社取締役会は、コ
ンプライアンス体制を構築・維持し、コンプライアンスの実現確保を図っています。この体制を推進するた
めに、代表取締役を委員長とするグループ全体を統括するコンプライアンス委員会を設置、また下部体制と
して各部門担当役員等を委員長とするコンプライアンスサブ委員会を設置し、推進体制の充実を図っていま
す。また、環境に関するコンプライアンスを強化徹底させるため、「環境管理規程」に則り、環境保全の継
続的な活動を推進しています。

②当社は、国内グループ及び取引先など関係者の内部通報制度である「さんきゅうホットライン」、及び当社
の「公益通報窓口」を設置し、コンプライアンス上の問題を自浄作用で早期に是正し、職制によりコンプラ
イアンス体制を補完しています。

③コンプライアンスを徹底させるため役員・階層別・職種別研修会を実施しています。
④内部監査に関しては、「監査規程」に則り、内部監査部が年間内部監査計画に基づき、事業部門及び関係会
社についての業務・会計などの監査を実施しています。内部監査の結果は、監査役に報告し、監査役との連
携を図っています。また、内部監査部は、社長直轄組織とし、より一層の監査強化を図っています。

⑤法律等が改正・変更になった場合には、主管部門が中心となり当社に関係がある内容について、規程の新規
作成・改定、社内通達及びその徹底を図るための社内教育などの必要な施策を講じています。

⑥金融商品取引法に基づき財務報告の信頼性を確保するため、内部統制基本方針を定め、この基本方針に基づ
く「内部統制規程」を制定し、財務報告に係る内部統制に関する体系を明確にするとともに、体制、責任
者、実施内容などの基本項目を定めて適切な運用を図っています。

（6）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社グループは、グループ経営の基本原則に従い、相互協調の精神をもってグループの総合力を発揮し、そ
の発展に寄与することを目的とする「関係会社管理運営規程」に基づき、当社と関係会社（持分法適用会社
を除く、以下同様）の業務の適正を確保しています。

②子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社は、経営上重要な行為を行おうとする場合、当社への事前協議及び報告を行っています。また、関
係会社責任者会議を開催し、当社との連携強化を図り、グループ内での情報共有を行っています。

③子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a.関係会社は、当社の「リスクマネジメント規程」に基づき、当社の主管部・担当部を通じ、リスクマネジ
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メント委員会へ潜在リスクの選定・評価・対策などの報告、及び顕在化したリスクへの対策管理の報告を行
っています。
b.関係会社は、当社の「クライシスマネジメント規程」に基づき、緊急事態への対応とその拡大の防止に努
めます。当社が設置した特別対策本部の下で、迅速な対応を行い、損害の拡大防止に努めます。

④子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
関係会社は、経営上重要な行為を行おうとする場合の事前協議において、担当部からの指導・支援を受け、
主管部との協議を経ることとしており、業務の適切性と円滑化を図り、グループ全体の経営効率の向上を図
ります。

⑤子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
a.関係会社は、「倫理規程」をコンプライアンス行動規範とし、国の内外を問わず、すべての法律及び国際ル
ール及びその精神を遵守するために「コンプライアンス規程」に則り、これらの遵守を図っています。
b.関係会社が当社からの経営管理や経営指導内容に背き、法令に違反したり、その他コンプライアンス上問
題があると認めた当社責任者（コンプライアンス統括責任者を含む。）は、速やかに主管部に報告し是正を
求めるとともに、コンプライアンス委員会及び監査役（当社と関係会社）に報告しています。また、双方の
監査役は意見を述べるとともに、必要に応じて改善策の策定を求めます。
ｃ.当社の経営管理や経営指導内容が、法令に違反したり、その他コンプライアンス上問題があると認めた当
社責任者（コンプライアンス統括責任者を含む。）は、コンプライアンス委員会及び監査役（当社と関係会
社）に報告し是正を求めます。また、双方の監査役は意見を述べるとともに、必要に応じて改善策の策定を
求めます。
ｄ.内部通報制度を国内グループ会社全体を対象とした制度として位置付け、適切な運営を行っています。
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（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会から補助すべき使用人の配置要請があった場合は、その人選については、監査役会と協議のうえ、同

意を得て配置することとしています。

（8）前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助すべき使用人を配置する場合は、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の業務遂行は、監査役

の指揮命令に従うものとしています。また、当該使用人に係る人事異動・人事評価・懲戒処分などは監査役会の
同意を得なければならないものとしています。

（9）監査役への報告に関する体制
①当社の取締役及び使用人などが監査役に報告をするための体制
a.取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項については、監査役に都度報告する
こととし、監査役からの要請があった場合は、更なる報告をしなければならないとしています。

b.監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役・執行役員及び使用人から報告を受
け、必要に応じて会社の業務及び財産の状況に関する調査などを行います。また、監査役は、取締役等に
対する助言又は勧告などの意見表明、取締役の違反行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じることが
できます。

c.取締役及び使用人は、内部通報制度を通じて得た法令違反その他コンプライアンス上の問題は、監査役へ
報告を行います。

②子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役及び使用人等、又はこれらの者から報告を受けた者は、子会社の業務又は業績に影響を与え
る重要な事項については、監査役に都度報告することとし、監査役からの要請があった場合は、更なる報告
をしなければならないとしています。
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(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告者や内部通報者に対しては、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないこととして

います。

(11)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役は、職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができます。また、
監査役が必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合の費用については、会社に請求することができます。

(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①内部監査部が行う内部監査の結果は、監査役に報告し、監査役監査の実効性を高めるとともに必要に応じ
て、監査役は、公認会計士、弁護士などの外部専門家の意見を聴取して監査の実効性を確保しています。

②監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が対処すべ
き課題、会社を取り巻くリスクの他、監査上の重要課題などについて意見を交換し、代表取締役との相互認
識と信頼関係を深めるよう努めています。

2．内部統制システムの運用状況の概要
当社は、上記内部統制システムの適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は、以下

のとおりであります。
（1）コンプライアンス体制

コンプライアンス規程に従い、グループ全体を統括するコンプライアンス委員会、その下部組織として各事業
本部及び各エリアなどにコンプライアンスサブ委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の強化を図っており
ます。当事業年度においては、コンプライアンス委員会を２回開催し、コンプライアンスに関する重要事項等の
審議及び事前に開催したコンプライアンスサブ委員会等の報告を行いました。

（2）リスク管理体制
リスクマネジメント規程に従い、リスクマネジメント委員会を３回開催しました。将来的に顕在化する可能性

のあるリスクの選定及び評価、既に顕在化しているリスクへの対策状況を確認し、経営会議に報告しています。
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（3）取締役の職務執行
取締役会は、社外取締役4名を含む取締役9名で構成されており、取締役会規程に従い適切に運営されていま

す。当事業年度においては、14回開催され、重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督などを行いま
した。

（4）監査役の職務執行
監査役会は、社外監査役２名を含む監査役４名で構成されており、当事業年度においては、15回開催され、監

査に関する重要な事項について報告を受け、協議及び決議を行いました。また、監査役は、取締役会を含む重要
な会議への出席や、代表取締役との定期的な会合、内部監査部との情報交換等により、監査の実効性の確保に努
めています。

（5）内部監査の実施
監査規程に従い、内部監査部が年間内部監査計画に基づき、事業部門及び子会社についての業務・会計などの

監査を実施しました。内部監査の計画と結果は、監査担当役員の承認を得て、年２回定期的に取締役会に報告し
ています。また、監査役にも報告し、定期的に情報交換を実施しています。
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連結株主資本等変動計算書 (自至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日) （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当期首残高 28,619 12,715 230,048 △13,056 258,327
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 − − △12,886 − △12,886
親会社株主に帰属する当期
純利益 − − 31,505 − 31,505
自己株式の取得 − − − △20,017 △20,017
自己株式の処分 − 60 − 112 173
自己株式の消却 − △60 △15,786 15,847 −
新規連結子会社が所有する
親会社株式 − − − △4 △4
土地再評価差額金の取崩 − − 98 − 98
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） − − − − −

連結会計年度中の変動額合計 − − 2,930 △4,061 △1,130
当期末残高 28,619 12,715 232,979 △17,118 257,196

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純資産
合 計その他有

価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 12,313 △0 △69 13,812 8,828 34,884 3,851 297,063
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 − − − − − − − △12,886
親会社株主に帰属する当期
純利益 − − − − − − − 31,505
自己株式の取得 − − − − − − − △20,017
自己株式の処分 − − − − − − − 173
自己株式の消却 − − − − − − − −
新規連結子会社が所有する
親会社株式 − − − − − − − △4
土地再評価差額金の取崩 − − − − − − − 98
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 6,458 1 △98 2,921 1,806 11,088 △32 11,056

連結会計年度中の変動額合計 6,458 1 △98 2,921 1,806 11,088 △32 9,925
当期末残高 18,772 0 △168 16,733 10,634 45,972 3,818 306,988
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表（自
至

2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 60社
主要な連結子会社の名称
㈱山九海陸
山九重機工㈱
㈱スリーエス・サンキュウ
山九プラントテクノ㈱
日本工業検査㈱
㈱インフォセンス
Sankyu (Singapore) Pte.Ltd.
P.T.Sankyu Indonesia International
Sankyu S/A

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
日合工業㈱

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない
ためであります。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 １社
持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称
（関連会社）
サンネット物流㈱

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称
（関連会社）
協和海運㈱、㈱沖永開発

持分法を適用していない理由
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないためであります。

3. 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
連結の範囲の重要な変更
SANKYU-SBI M&A１号投資事業有限責任組合及びSANKYU-SBI イノベーションファンド１号投資事

業有限責任組合を設立し、当連結会計年度より、連結の範囲に含めております。
4. 連結子会社の事業年度等に関する事項
（1）連結子会社のうち、次の31社の事業年度の末日は12月31日であります。

Sankyu (Singapore) Pte.Ltd.
P.T.Sankyu Indonesia International



64

Sankyu S/A
上海経貿山九儲運有限公司
他 国内連結子会社 ２社、海外連結子会社 25社

連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しておりますが、連結決算日との間
に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行うこととしております。

（2）連結子会社のうち、次の１社の事業年度の末日は７月31日であります。
丸栄産業㈱

連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎と
しております。

5. 会計方針に関する事項
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

②市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２
項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定
される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持
分相当額を純額で取り込む方法によっております。

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①未成作業支出金 個別法による原価法
②その他の棚卸資産 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）
（4）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
ａ.建 物 主として定額法
ｂ.その他の有形固定資産 主として定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物15年〜50年、機械装置５年〜17年となっております。

②無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）で償却しており

ます。
また、顧客関連資産は、原則として発生日以降その効果が発現すると見積もられる期間に基づく定額

法によっております。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

（5）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④工事損失引当金
受注工事・作業の将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未成工事・作業のうち損失の

発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事・作業について、損失見込額を計
上しております。

⑤完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、完成工事に係る補償見積額を計上しております。

⑥役員退職慰労引当金
連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。
（6）退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定
額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
（7）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益およ

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非
支配株主持分に含めております。

（8）収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりであります。
①物流事業

当社グループでは、港湾区域での物流作業、貨物輸送及び倉庫内作業、国際物流作業、顧客工場構内
での物流作業等を顧客に提供しております。
これらの作業において、作業の進捗に従って顧客は便益を享受しているため、一定の期間にわたり履

行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
なお、当社グループが代理人に該当するときには、純額で収益を認識しております。

②機工事業
当社グループでは、機工事業において、設備工事及び設備土建、保全作業等を顧客に提供しておりま

す。
これらの作業において、作業の進捗に従って顧客は便益を享受しているため、一定の期間にわたり履

行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度
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の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合
に基づいて行っております。

（9）ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につい
ては振当処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
a. ヘッジ手段 金利スワップ取引

ヘッジ対象 借入金
b. ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務
③ヘッジ方針

当社の内部管理基準である「金利スワップ実行管理基準」及び「為替予約実行管理基準」に基づき、
金利変動リスク及び為替相場変動リスクをヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法
比率分析によっております。

（10）のれんの償却方法及び償却期間
５〜10年間で均等償却しております。

（会計方針の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更に関する注記）
資産除去債務の見積りの変更
当連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務につい

て、直近の物価の高騰や新たな情報の入手等に伴い、原状回復義務に関して見積りの変更を行いました。この
見積りの変更による増加額2,309百万円を変更前の資産除去債務に加算しております。なお、この変更による
当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
1. 機工事業における一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基
づいた収益認識
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

機工事業における売上高 252,400百万円
機工事業における契約資産 60,420百万円

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については一定の期間に
わたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
進捗度は、見積総原価に対する実際原価の割合で算出(インプット法)しております。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

見積総原価は、契約ごとの実行予算を使用しており、工事着手後の状況の変化による作業内容の変更等
を都度反映しております。ただし、外注価格および資機材価格の高騰、手直し等による施工中の追加費用
の発生など想定外の事象により見積総原価が増減した場合は、当社グループの業績を変動させる可能性が
あります。特に過去類似の作業実績がない案件については、工事等の完成のために必要となる作業内容及
び工数の見積りに不確実性を伴うため、翌連結会計年度に係る連結計算書類において認識する金額に重要
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な影響を与える可能性があります。
機工事業の工事のうち、当連結会計年度末の未完成工事の各金額は次のとおりであります。

未完成工事の実行予算売上高 191,535百万円
未完成工事の当連結会計年度に計上した見積売上高 89,828百万円
未完成工事の翌連結会計年度以降に計上される売上高 80,310百万円

2. 工事損失引当金
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

工事損失引当金 260百万円
（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

受注工事・作業の将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未成工事・作業のうち損失の発
生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事・作業について、翌連結会計年度以降
に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。
工事損失見込額の見積りに用いた見積総原価は、契約ごとの実行予算を使用しており、工事着手後の状

況の変化による作業内容の変更等を都度反映しております。ただし、外注価格および資機材価格の高騰、
手直し等による施工中の追加費用の発生など想定外の事象により見積総原価が増減した場合は、当社グル
ープの業績を変動させる可能性があります。特に過去類似の作業実績がない案件については、工事等の完
成のために必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴うため、翌連結会計年度に係る連結計算
書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. その他の棚卸資産

販売用不動産 6百万円
貯 蔵 品 2,920百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 217,432百万円
3. 保証債務

従業員及び関係先等の銀行借入他に対する保証額 316百万円
4. 土地の再評価

当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地
の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」
として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており
ます。
・再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め
る「地価税法」第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
に、国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出しておりま
す。

・再評価を行った日 2002年３月31日
再評価を行った土地の当連結会計年度末に
おける時価と再評価後の帳簿価額との差額 △1,762百万円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項

（単位：株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計
年度末株式数

発行済株式
普通株式 55,470,257 − 2,568,508 52,901,749

自己株式
普通株式 2,928,798 2,436,348 2,590,826 2,774,320

（変動事由の概要)
発行済株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。
取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少 2,568,508株

自己株式の増加数及び減少数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 2,163株
取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 2,433,700株
新規連結子会社が所有する親会社株式による増加 485株
取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少 2,568,508株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 22,318株

2. 配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の
種 類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 6,830 130.00 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年10月31日
取締役会 普通株式 6,055 118.00 2025年９月30日 2025年12月８日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の
種 類

配当金の総額
(百万円)

配当の
原 資

１株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会 普通株式 6,416 利益剰余金 128.00 2026年３月31日 2026年６月26日

（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については、原則として短期的な預金等に限定しております。資金調達につ
いてはグループＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるグループ内資金の有効活用を図る
一方、必要な資金を効率的に調達することとし、主に銀行借入やコマーシャル・ペーパー及び社債発行に
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より調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っておりま
す。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、長期借入金は、原則とし

て固定金利による支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実
需の範囲で行うこととしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。
なお、現金及び預金、受取手形、売掛金、流動資産に計上した有価証券、支払手形及び買掛金、短期借

入金、コマーシャル・ペーパー、未払法人税等は現金および短期間で決済されるものが大半を占めてお
り、時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。
また、１年以内に返済される長期借入金(13,975百万円)は長期借入金に含めております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（＊１）

時 価
（＊１） 差 額

（1）投資有価証券
その他有価証券（＊２） 34,453 34,453 −

（2）社債 (15,000) (13,672) △1,327
（3）長期借入金 (37,399) (36,641) △758
（4）リース債務 (9,152) (8,755) △397
（5）デリバティブ取引

為替予約取引 1 1 −
（＊１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊２）市場価格のない株式等（9,222百万円）は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。なお、市場価

格のない株式等の連結貸借対照表計上額の内訳は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

区分 2026年３月31日
非上場株式 8,421
投資事業有限責任組合 801
3. 金融商品の時価及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は次の通りであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

時価

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（1）投資有価証券

その他有価証券 34,268 − 185 34,453

（2）デリバティブ取引

為替予約取引 − 1 − 1

資産計 34,268 1 185 34,455

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

時価

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（1）社債 − 13,672 − 13,672

（2）長期借入金 − 36,641 − 36,641

（3）リース債務 − 8,755 − 8,755

負債計 − 59,070 − 59,070

（3）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
① 資産
投資有価証券
原則として、株式（外国株式を含む）につきましては当連結会計年度末日の市場価格をもって時価とし

ており、活発な市場で取引されているため、レベル１に分類しております。
例外として、レベル３に分類している金融商品のうち、在外子会社が保有している一部の非上場株式

は、EBITDA倍率(5.69倍)もしくは売上高倍率（0.24倍）を用いた類似企業比較法により公正価値を測定
しております。なお、EBITDA倍率もしくは売上高倍率が上昇(下落)した場合、公正価値は増加(減少)しま
す。

② 負債
社債
元利金の合計額を、発行時の社債金利と同期間の国債金利との差額を信用リスクとして計算して、当連

結会計年度末日の国債（残存期間）金利に信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値をもって時価
としております。これらの取引につきましては、レベル２に分類しております。
長期借入金・リース債務
元利金の合計額を、市場における同様の新規借り入れまたはリース契約を行った場合に想定される利率
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で割り引いた現在価値をもって時価としております。これらの取引につきましては、レベル２に分類して
おります。

③ デリバティブ取引
為替予約取引
為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値をもって時価としております。これらの取

引につきましては、レベル２に分類しております。

（資産除去債務に関する注記）
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
（1）当該資産除去債務の概要

借地上の建物の不動産賃貸借契約等に伴う原状回復義務等であります。
（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から３年〜50年と見積り、割引率は主として2.92％を使用して資産除去債務の
金額を算定しております。

（3）当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 3,524百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 164百万円
時の経過による調整額 42百万円
見積りの変更（＊１） 2,309百万円
期末残高 6,041百万円

（＊１）当連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務に
ついて、直近の物価の高騰や新たな情報の入手等に伴い、原状回復義務に関して見積りの変更を行い
ました。この見積りの変更による増加額2,309百万円を変更前の資産除去債務に加算しております。

（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を、原材料や製品の輸送を担う物流事業と、生産設備の建設・維持を担う
機工事業の２つの主力事業収益を地域別に分解した内訳は以下の通りです。

（単位：百万円）
物流事業 機工事業 その他

（＊１） 調整額 地域別売上高計
（＊４）

日本 266,910 285,028 31,943 △63,632 520,250

アジア（＊２） 67,934 25,916 109 △3,163 90,797

北・南米（＊３） 6,364 15,967 − △1,806 20,525

内部取引高 △45,952 △19,454 △3,194 68,601 −

合計 295,256 307,458 28,858 − 631,573
（＊１）「その他」の区分は「物流事業」、「機工事業」に含まれない事業セグメントであり、情報システム、人

材派遣、機材賃貸、土木・建築工事等の関連サービスを実施しております。
（＊２）「アジア」に含まれる地域は、東アジア（中国、香港、台湾）、東南アジア（シンガポール、インドネ

シア、マレーシア、タイ、ベトナム）、南アジア（インド）、中東（サウジアラビア他）であります。
（＊３）「北・南米」に含まれる地域は、米国、ブラジルであります。
（＊４）当社グループは各地域において各法人に属する設備・従業員等により顧客と密接に結びつきながらサ
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ービスを提供しているため、地域別の分解は各社の所在地を基礎としております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、「物流事業」、「機工事業」および「その他」を営んでおります。

（1）「物流事業」
物流事業において、実施している作業は主に請負契約等に基づいて行われており、作業の進捗に従って

顧客は便益を享受しているため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。履行義
務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合は、報告期間の末日において見積った履行義務
の充足に係る進捗度に応じて、作業期間にわたって収益を認識しております。進捗度は、見積総原価に対
する実際原価の割合で算出(インプット法)しております。また、顧客からの対価の支払いは、対価の計上
時から概ね１年以内に行われており、約束された対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

①港湾区域での物流作業
日本国内の港湾区域にて、コンテナターミナルの運営、貨物の船舶への積込み・荷卸し、および船舶代

理店業務等を、顧客である海運事業者からの依頼を受けて行っております。取引金額は、貨物およびコン
テナの種類、附帯作業等に基づいた単価契約や注文書等に基づき合意された金額をもとに算定しておりま
す。一部取引(船舶代理店業務等)については、代理人取引と判断し、売上高に含めておりません。

②貨物輸送及び倉庫内作業
日本および国外において、受託された貨物の輸配送および倉庫内での入出庫・保管、流通加工業務等

を、顧客である荷主または荷主から委託された事業者からの依頼を受けて行っております。取引金額につ
いて、貨物輸送は取扱量ならびに輸送量、倉庫作業は取扱量ならびに保管期間等に基づいた単価契約や注
文書に基づき合意された金額をもとに算定しております。

③国際物流
日本および国外において、顧客からの依頼に基づいた貨物の輸出または輸入申告や、陸上・海上・航空

の輸送手段を利用した国際一貫輸送など包括的な物流業務を行っております。取引金額について、輸出・
輸入申告作業は単価契約、国際一貫輸送は取扱量ならびに輸送距離等に基づいた単価契約や注文書に基づ
き合意された金額をもとに算定しております。なお、当社グループが当事者として取引を行っている場合
には、収益を顧客から受け取る対価の総額で認識しており、当社グループが代理人として取引を行ってい
る場合には、顧客から受け取る対価の総額から売上原価を控除した純額で収益を認識しております。

④顧客工場構内での物流作業
日本および国外において、顧客の工場構内の操業支援ならびに生産された製品、その原材料、資材等の

入出荷、保管、輸送業務を、顧客から依頼を受けて行っております。取引金額は、取扱量に基づいた単価
契約や注文書に基づき合意された金額をもとに算定しております。

（2）「機工事業」
機工事業において、実施している作業は、主に工事請負契約に基づいて行われており、工事の進捗に従

って顧客は便益を享受しているため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。履
行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合は、報告期間の末日において見積った履行
義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって収益を認識しております。進捗度は、見積総原価
に対する実際原価の割合で算出(インプット法)しております。一方で、履行義務の結果を合理的に測定で
きないが、当該履行義務を充足する際に発生するコストを回収すると見込んでいる場合は、回収すること
が見込まれるコストの範囲でのみ収益を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しており
ます。変動性がある値引き等を含む変動対価については、合理的に利用可能なすべての情報を用いて対価
の金額を見積り、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ収益を認識しております。
なお、顧客からの対価の支払いは、対価の計上時から概ね１年以内に行われております。また、約束し

た対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
①設備工事及び設備土建

設備工事及び設備土建においては、顧客構内での製鉄機械、石油化学及び電力関連装置をはじめとした
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産業設備の建設や機器の据付、配管工事等を行っております。取引価格については、顧客との間の各種基
本契約や注文書に基づき合意された金額をもとに算定しております。

②保全作業
保全作業においては、顧客構内の産業設備に係るSDM（大型定期修理工事）及び日常保全を行っており

ます。取引価格については、SDMの場合は、顧客との間の各種基本契約や注文書に基づき、合意された金
額をもとに算定し、日常保全の場合は、作業ごとの単価契約に基づいた金額をもとに算定しております。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
（単位：百万円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 173,820 148,322

契約資産 44,760 61,104

契約負債 3,170 2,798
顧客との契約から生じた債権には営業債権が含まれております。
契約資産は、機工事業における工事請負契約についての進捗度の測定に基づいて認識した売上収益に係

る未請求売掛金であります。契約資産は支払いに対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生
じた債権に振替えられます。また、契約負債には顧客からの前受金等が含まれております。
なお、当連結会計年度中に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものの額に

重要性はありません。
当連結会計年度中において、過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から認識した収益

の額に重要性はありません。
（2）残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において未充足（または部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格は83,249
百万円です。当該履行義務は主に機工事業における工事請負契約に係るものであり、作業の進捗に応じて
主として3年以内に売上高として認識されると見込まれます。また顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １ 株 当 た り 純 資 産 額 6,047円98銭
2. １株当たり当期純利益 614円05銭
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（重要な後発事象）
（自己株式の取得および消却）

当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ
れる同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること、および会社法第178条の規定に基づき自己株式の
消却を行うことについて決議いたしました。
1. 自己株式の取得および消却を行う理由

当社は、中期経営計画2026の資本政策を「資本効率性を重視しながら、持続的成長と企業価値の最大
化を実現」としております。
上記方針を踏まえ、この度、足元の当社の財務状況及び株価の水準、市場環境を踏まえた今後の事業成

長等を勘案し、株主への利益還元の継続及び企業価値の向上を目的として、自己株式の取得及び消却を実
施することを決定いたしました。

2. 自己株式の取得に係る事項の内容
（1）取得する株式の種類 当社普通株式
（2）取得する株式の総数 500万株（上限）（注１）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 9.97％）
（3）株式の取得価額の総額 200億円（上限）
（4）取得期間 2026年５月15日から2027年２月26日
（5）取得方法 東京証券取引所における市場買付

（注１）「（重要な後発事象）(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)」に記載の通り、当社は、
2026年10月１日を効力発生日として、当社普通株式１株につき５株の割合をもって株式分割を行
う予定であり、当該株式分割の効力発生日以降は、取得する株式の総数を「2,500万株（上限）」と
読み替えます。

3. 自己株式の消却の内容
（1）消却する株式の種類 当社普通株式
（2）消却する株式の総数 2026年５月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点に

おける当社の発行済株式総数の５％に相当する数を超える自己株式の全株
式数

（3）消却予定日 2027年３月15日

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）
当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うこ

とについて決議いたしました。
1. 株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、

株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としています。
2. 株式分割の概要
（1）分割の方法

2026年９月30日（水曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、５株の割合を
もって分割いたします。

（2）分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 52,901,749株
今回の分割により増加する株式数 211,606,996株
株式分割後の発行済株式総数 264,508,745株
株式分割後の発行可能株式総数 1,000,000,000株
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（3）１株当たり情報に及ぼす影響
当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそ

れぞれ次のとおりであります。
1.１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,209円60銭
2.１株当たり当期純利益 122円81銭
※潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（4）日程
基準日公告日（予定） 2026年９月16日 （水曜日）
基準日 2026年９月30日 （水曜日）
効力発生日 2026年10月１日 （木曜日）

（5）資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

3. 定款の一部変更
（1）定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、取締役会決議により、2026年10月１日
（木曜日）を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

（2）定款変更の内容
変更内容は次のとおりです。（下線部は変更箇所を示しています。）

現行定款 変更後

(発行可能株式総数)
第６条 当会社の発行可能株式総数は、
２億株とする。

(発行可能株式総数)
第６条 当会社の発行可能株式総数は、
10億株とする。

（3）定款変更の日程
取締役会決議日 2026年５月14日（木曜日）
効力発生日 2026年10月１日（木曜日）

（出資による持分法適用関連会社化について）
当社は、2026年４月９日、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」）と共同で、東南アジアでプラント機

器メンテナンス事業を展開するSWTS Asia Pte. Ltd.（以下「SWTS社」）の持分を、同社マネジメント及び
従業員から取得することで合意いたしました。
１．持分取得の目的
当社は、基本理念である「人を大切にすること」のもと、これまで培ってきた技術・技能とノウハウを活か

し、国内外で事業を展開しております。一方で、現場管理・監督者や技能者の不足といった課題にも直面して
おります。このような状況のもと、東南アジアにおいて製油所・石油化学プラント・発電所・船舶等の主要構
成機器のメンテナンスを主力事業とし、シンガポールを拠点にタイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア等
にも事業基盤を有するSWTS社を取得することにより、当社の強みである技能・動員力と長年培ったメンテナ
ンスの知見に、伊藤忠商事の経営ノウハウや国内外の幅広いネットワークを結集し、SWTS社の経営基盤及び
競争力をさらに強化するとともに、顧客への提供価値の向上、事業の拡大及び持続的成長の実現を図るもので
あります。
２．持分取得の概要
（1）出資の方法

当社の連結子会社である山九東南アジアホールディングス株式会社を通じたSWTS社への出資
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（2）出資額
88.5百万シンガポールドル

（3）出資比率
50.00%

（4）持分法適用開始日
2026年５月11日

（5）出資の法的形式
現金を対価とする持分取得

３．被投資会社の概要
会社名 SWTS Asia Pte. Ltd.

本社所在地 10 Gul Avenue, Singapore 629654

設立 2022年

事業内容 プラント関連機器の保守・修繕・供給

URL https://swts.com/
４．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
（1）取得原価

取得の対価 現金 88.5百万シンガポールドル
（2）条件付取得対価の内容

取得の対価には、条件付取得対価を含めておりません。被取得企業の累積利益目標（EBITDA等）の達成
度合いに応じて、追加で対価を支払うアーンアウト条項を設けております。条件達成時、条件付取得対価
（アーンアウト対価）が発生する契約ですが、現時点では確定しておりません。

（3）今後の会計処理方針
取得対価の変動が生じた場合には、取得時に発生したものとみなして取得原価を修正し、のれん相当額及

びのれん相当額の償却額を修正することとしております。
５．主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。
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株主資本等変動計算書 (自至 2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日) （単位 百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自己
株式

株主
資本
合計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

当期首残高 28,619 11,936 − 11,936 310 903 98,900 36,439 136,552 △13,056 164,052
事業年度中の変動額
剰余金の配当 − − − − − − − △12,886 △12,886 − △12,886
当期純利益 − − − − − − − 29,403 29,403 − 29,403
自己株式の取得 − − − − − − − − − △20,017 △20,017
自己株式の処分 − − 60 60 − − − − − 112 173
自己株式の消却 − − △60 △60 − − − △15,786 △15,786 15,847 −
固定資産圧縮積立金
の積立 − − − − − 495 − △495 − − −
固定資産圧縮積立金
の取崩 − − − − − △40 − 40 − − −
土地再評価差額金
の取崩 − − − − − − − 98 98 − 98
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額) − − − − − − − − − − −

事業年度中の変動額合計 − − − − − 455 − 373 828 △4,057 △3,228
当期末残高 28,619 11,936 − 11,936 310 1,358 98,900 36,812 137,381 △17,114 160,823

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 評価・換算
差額等合計

当期首残高 11,858 △0 △69 11,788 175,840
事業年度中の変動額
剰余金の配当 − − − − △12,886
当期純利益 − − − − 29,403
自己株式の取得 − − − − △20,017
自己株式の処分 − − − − 173
自己株式の消却 − − − − −
固定資産圧縮積立金
の積立 − − − − −
固定資産圧縮積立金
の取崩 − − − − −
土地再評価差額金
の取崩 − − − − 98
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額) 5,805 1 △98 5,708 5,708

事業年度中の変動額合計 5,805 1 △98 5,708 2,480
当期末残高 17,664 0 △168 17,497 178,320
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表（自
至

2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（重要な会計方針に関する注記）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
（2）その他有価証券

①市場価格のない株式等以外のもの 時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

②市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条
第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契
約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を
基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま
す。投資事業組合出資金のうち、関係会社に該当するものにつ
いては、「その他の関係会社有価証券」に計上しております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
（1）未 成 作 業 支 出 金 個別法による原価法
（2）そ の 他 の 棚 卸 資 産 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）
4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

①建 物 定額法
②その他の有形固定資産 主として定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物15年〜50年、機械装置５年〜17年となっております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年) で償却しており

ます。
（3）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

5. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（4）工事損失引当金
受注工事の将来の損失に備えるため、当事業年度末における未成工事のうち損失の発生が見込まれ、

かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
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（5）完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、完成工事に係る補償見積額を計上しております。

（6）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による

定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過

する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

7. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりであります。
（1）物流事業

当社では、港湾区域での物流作業、貨物輸送及び倉庫内作業、国際物流作業、顧客工場構内での物流作
業等を顧客に提供しております。
これらの作業において、作業の進捗に従って顧客は便益を享受しているため、一定の期間にわたり履行

義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
なお、当社が代理人に該当するときには、純額で収益を認識しております。

（2）機工事業
当社では、機工事業において、設備工事及び設備土建、保全作業等を顧客に提供しております。
これらの作業において、作業の進捗に従って顧客は便益を享受しているため、一定の期間にわたり履行

義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見
積りは、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づ
いて行っております。

8. ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約について
は振当処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
①ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金

②ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務

（3）ヘッジ方針
当社の内部管理基準である「金利スワップ実行管理基準」及び「為替予約実行管理基準」に基づき、金

利変動リスク及び為替相場変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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比率分析によっております。
9. 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（表示方法の変更に関する注記）
損益計算書
前事業年度において、「営業外収益」に区分掲記しておりました「受取賃貸料」（前事業年度222百万円）は

重要性が乏しくなったため、当事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
なお、当事業年度の「営業外収益」の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は156百万円であります。

（会計上の見積りの変更に関する注記）
資産除去債務の見積りの変更
当事業年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直

近の物価の高騰や新たな情報の入手等に伴い、原状回復義務に関して見積りの変更を行いました。この見積り
の変更による増加額2,290百万円を変更前の資産除去債務に加算しております。なお、この変更による当事業
年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
1. 見積りの内容

機工事業における一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基
づいた収益認識

2. 当事業年度の計算書類に計上した金額
機 工 事 業 に お け る 売 上 高 181,351百万円
機 工 事 業 に お け る 契 約 資 産 50,132百万円

3. その他見積りの内容に関する理解に資する情報
上記金額の算出方法は、連結注記表「重要な会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

（貸借対照表に関する注記）
1. その他の棚卸資産

販売用不動産 6百万円
貯 蔵 品 2,588百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 143,968百万円
3. 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 4,248百万円
4. 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 55,773百万円
5. 保証債務

従業員及び関係会社等の銀行借入他に対する保証額 3,049百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高の総額
営業取引による取引高の総額
売 上 高 5,479百万円
仕 入 高 61,424百万円

営業取引以外の取引による取引高の総額 6,769百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

自己株式
普通株式 2,928,798 2,435,863 2,590,826 2,773,835

（変動事由の概要）
自己株式の増加数及び減少数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 2,163株
取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 2,433,700株
取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少 2,568,508株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 22,318株

（税効果会計に関する注記）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 8,161百万円
賞与引当金 2,321百万円
資産除去債務 1,823百万円
有価証券評価損 1,710百万円
減損損失 445百万円
賞与引当金に係る社会保険料 378百万円
ゴルフ会員権評価損 252百万円
貸倒引当金 53百万円
その他 1,278百万円
繰延税金資産小計 16,425百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,407百万円

繰延税金資産合計 14,017百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △7,177百万円
前払年金費用 △3,593百万円
資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額 △1,153百万円
その他 △796百万円

繰延税金負債合計 △12,721百万円
繰延税金資産の純額 1,296百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の「法人税、住民税及び事業税」の負担率との間の差異の原因となった
主な項目別の内訳
法定実効税率 30.5％
（調整）
賃上げ促進税制による税額控除 △3.6％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.9％
評価性引当額の増減額 △0.3％
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交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％
住民税均等割額 0.6％
その他 △0.4％

税効果会計適用後の「法人税、住民税及び事業税」の負担率 24.5％

（１株当たり情報に関する注記）
1. １ 株 当 た り 純 資 産 額 3,557円31銭
2. １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 573円07銭

（重要な後発事象）
（自己株式の取得および消却）

当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ
れる同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること、および会社法第178条の規定に基づき自己株式の
消却を行うことについて決議いたしました。
1. 自己株式の取得および消却を行う理由

自己資本構成の最適化と株主還元の強化を通じて、企業価値の向上を図ることを目的として、自己株式
の取得及び消却を実施いたします。

2. 自己株式の取得に係る事項の内容
（1）取得する株式の種類 当社普通株式
（2）取得する株式の総数 500万株（上限）（注１）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 9.97％）
（3）株式の取得価額の総額 200億円（上限）
（4）取得期間 2026年５月15日から2027年２月26日
（5）取得方法 東京証券取引所における市場買付

（注１）「（重要な後発事象）(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)」に記載の通り、当社は、
2026年10月１日を効力発生日として、当社普通株式１株につき５株の割合をもって株式分割を行
う予定であり、当該株式分割の効力発生日以降は、取得する株式の総数を「2,500万株（上限）」と
読み替えます。

3. 自己株式の消却の内容
（1）消却する株式の種類 当社普通株式
（2）消却する株式の総数 2026年５月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点に

おける当社の発行済株式総数の５％に相当する数を超える自己株式の全株
式数

（3）消却予定日 2027年３月15日

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）
当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うこ

とについて決議いたしました。
1. 株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、

株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としています。
2. 株式分割の概要
（1）分割の方法

2026年９月30日（水曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、５株の割合を
もって分割いたします。
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（2）分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 52,901,749株
今回の分割により増加する株式数 211,606,996株
株式分割後の発行済株式総数 264,508,745株
株式分割後の発行可能株式総数 1,000,000,000株

（3）１株当たり情報に及ぼす影響
当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞ

れ次のとおりであります。
1.１ 株 当 た り 純 資 産 額 711円46銭
2.１株当たり当期純利益 114円61銭
※潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（4）日程
基準日公告日（予定） 2026年９月16日 （水曜日）
基準日 2026年９月30日 （水曜日）
効力発生日 2026年10月１日 （木曜日）

（5）資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

3. 定款の一部変更
（1）定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、取締役会決議により、2026年10月１日
（木曜日）を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

（2）定款変更の内容
変更内容は次のとおりです。（下線部は変更箇所を示しています。）

現行定款 変更後

（発行可能株式総数)
第６条 当会社の発行可能株式総数は、
２億株とする。

（発行可能株式総数)
第６条 当会社の発行可能株式総数は、
10億株とする。

（3）定款変更の日程
取締役会決議日 2026年５月14日（木曜日）
効力発生日 2026年10月１日（木曜日）


